
 

令和８年度国民健康保険税について 

＜医療給付費分＞ 

区 分 課   税   対   象 税 率 （ 額 ） 

所 得 割 
７年中の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

（対象者個人ごと） 
７．６９％ 

均 等 割 加入者１人について ２６，５００円 

平 等 割 国民健康保険加入世帯１世帯について ２３，７００円 

課 税 限 度 額 上記の方法で計算した額の合計が６７万円を超える場合は、６７万円です。 

＜後期高齢者支援金分＞ 

区 分 課   税   対   象 税 率 （ 額 ） 

所 得 割 
７年中の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

（対象者個人ごと） 
３．１５％ 

均 等 割 加入者１人について １０，０００円 

平 等 割 国民健康保険加入世帯１世帯について ８ ， ８ ０ ０ 円 

課 税 限 度 額 上記の方法で計算した額の合計が２６万円を超える場合は、２６万円です。 

＜介護納付金分＞  ４０～６４歳の加入者の方のみが対象になります。 

区 分 課   税   対   象 税 率 （ 額 ） 

所 得 割 
７年中の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

（対象者個人ごと） 
３．１５％ 

均 等 割 加入者１人について １１，６００円 

平 等 割 国民健康保険加入世帯１世帯について ６ ， ７ ０ ０ 円 

課 税 限 度 額 上記の方法で計算した額の合計が１７万円を超える場合は、１７万円です。 

＜子ども・子育て支援納付金分＞  

区 分 課   税   対   象 税 率 （ 額 ） 

所 得 割 
７年中の総所得金額等から基礎控除４３万円を差し引いた額 

（対象者個人ごと） 
０．２９％ 

均 等 割 加入者１人について(１８歳未満の加入者は全額軽減されます。) １，２００円※ 

平 等 割 国民健康保険加入世帯１世帯について １ ， ０ ０ ０ 円 

課 税 限 度 額 上記の方法で計算した額の合計が３万円を超える場合は、３万円です。 

 

 軽 減 額  

国民健康保険加入者（擬制世帯主、旧国保被保険者を含む）の総所得金額が次の基準額に該当する方は、医療給付費分・

後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援納付金分の均等割額と平等割額を軽減します。未就学児の被保

険者については、均等割額を半額にします(既に2割・5割・7割軽減をされている被保険者は、軽減後の金額からさら

に半額)。 

出産被保険者については出産予定日の属する月の前月から４ヶ月間の所得割と均等割が減免されます。 

軽減割合 軽減判定所得基準額 

７割 ４３万円＋１０万円×(年金・給与所得者数－１)以下 

５割 ４３万円＋３１万円×被保険者数＋１０万円×(年金・給与所得者数－１)以下 

２割 ４３万円＋５７万円×被保険者数＋１０万円×(年金・給与所得者数－１)以下 

 

 納 期 限  

第１期  ６月３０日   第２期  ７月３１日  第３期  ８月３１日  第４期  ９月３０日 

第５期 １１月 ２日   第６期 １１月３０日  第７期 １２月２８日  第８期  ２月 １日 

第９期  ３月 １日  第１０期  ３月３１日 

 年度途中での加入の場合には、手続きをした月の翌月の納期から納期限が設定されます。 

“納税には便利な口座振替制度をご利用ください。” 

国保年金課窓口、市民税課窓口または、市内に支店のある各銀行、信用金庫、農協、ゆうちょ銀行へ預金通帳と口座の

印鑑をお持ちになって申込んでください。 

お問い合わせ先  国保年金課国民健康保険担当電話 0463-82-9613 

 



 

試算金額はあくまで概算であり、正式な国民健康保険税額は届け出日の翌月中旬ごろ 

通知いたします。 

＜医療給付費分＞ 

区 分 課   税   対   象  

所 得 割 

７年中の総所得金額等       基礎控除              税  率 

（                  ）－ ４３０，０００円  

（                  ）－ ４３０，０００円   ×７．６９％ 

（                  ）－ ４３０，０００円  

 

 

Ａ・・・ 

（                ） 

均 等 割 ２６，５００円  ×   （     ）人   Ｂ（              ） 

平 等 割 ２３，７００円   Ｃ（ ２３，７００ ） 

課 税 

限 度 額 
右の合計が６７万円を超える場合は、６７万円です。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

年  税  額 

（ ①               ） 

＜後期高齢者支援金分＞ 

区 分 課   税   対   象  

所 得 割 

７年中の総所得金額等       基礎控除              税  率 

（                  ）－ ４３０，０００円  

（                  ）－ ４３０，０００円   ×３．１５％ 

（                  ）－ ４３０，０００円  

 

 

Ａ・・・ 

（                ） 

均 等 割 １０，０００円  ×   （     ）人   Ｂ（              ） 

平 等 割 ８，８００円   Ｃ（  ８，８００ ） 

課 税 

限 度 額 
右の合計が２６万円を超える場合は、２６万円です。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

年  税  額 

（ ②               ） 

＜介護納付金分＞  ４０～６４歳の加入者の方のみが対象になります。 

区 分 課   税   対   象  

所 得 割 

７年中の総所得金額等       基礎控除              税  率 

（                  ）－ ４３０，０００円  

（                  ）－ ４３０，０００円   ×３．１５％ 

 

Ａ・・・ 

（               ） 

均 等 割 １１，６００円  ×   （     ）人  Ｂ（             ） 

平 等 割 ６，７００円   Ｃ（  ６，７００ ） 

課 税 

限 度 額 
右の合計が１７万円を超える場合は、１７万円です。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

年  税  額 

（ ③              ） 

＜子ども・子育て支援納付金分＞ 

区 分 課   税   対   象  

所 得 割 

７年中の総所得金額等       基礎控除              税  率 

（                  ）－ ４３０，０００円  

（                  ）－ ４３０，０００円   ×０．２９％ 

 

Ａ・・・ 

（               ） 

均 等 割 １，２００円  ×   （     ）人  ※１８歳以上の被保険者のみ Ｂ（             ） 

平 等 割 １，０００円   Ｃ（  １，０００ ） 

課 税 

限 度 額 
右の合計が３万円を超える場合は、３万円です。 

Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

年  税  額 

（ ④              ） 

 

  医療給付費分年税額   後期高齢者支援金分年税額   介護納付金分年税額    子ども・子育て納付金税額   

①（             ） ＋  ②（             ）＋  ③（             ） ＋  ④（             ） 

100円未満切捨        100円未満切捨        100円未満切捨 

８年度国民健康保険税年税額 

＝ （                  ）円 

 

※  年度の途中で得喪があった場合は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども子育て支援納付金分それぞれ月

割りでかかります。（ 年税額  × 該当月数 ／ １２ ） 

試算用 


